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(57)【要約】
【課題】複数の電子マネー種の内から決済に最も好適な
電子マネー種を自動的に選択する携帯端末装置を実現す
る。
【解決手段】制御部１００は、電子マネー決済時に店舗
装置２０のリーダライタ２０ｂとの非接触データ通信に
より店舗で利用可能な電子マネー種を受信すると（ステ
ップＳ４９）、その店舗で利用可能であって、かつ利用
金額（決済額）以上の残高がある電子マネー種を、ＲＡ
Ｍ１０２の電子マネー管理テーブル記憶部１０２ｂに記
憶される電子マネー管理テーブルＴ２から検索し（ステ
ップＳ５９～Ｓ６１）、該当する電子マネー種が複数種
存在する場合には、その中で最も残高の多い電子マネー
種を選択し（ステップＳ６４）、選択した電子マネー種
で電子マネー決済するので、複数の電子マネー種の内か
ら決済に最も好適な電子マネー種を自動的に選択するこ
とができる。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の電子マネー種による電子マネー決済機能を備えた携帯端末装置において、
複数の電子マネー種毎のマネー使用状況を記憶する使用状況記憶手段と、
　前記使用状況記憶手段に記憶される各電子マネー種のマネー使用状況を比較する比較手
段と、
　前記比較手段の比較結果に応じて、決済に用いる電子マネー種を選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択された電子マネー種の電子マネー決済機能を実行可能な状態に
設定する設定手段と
　を具備することを特徴とする携帯端末装置。
【請求項２】
前記比較手段は、前記使用状況記憶手段に記憶される各電子マネー種毎の電子マネー残高
を比較し、
　前記選択手段は、比較された各電子マネー種毎の電子マネー残高の多寡に応じて、決済
に用いる電子マネー種を選択することを特徴とする請求項１記載の携帯端末装置。
【請求項３】
電子マネー決済される利用金額を取得する取得手段をさらに備え、
　前記比較手段は、前記取得手段が取得した利用金額と前記使用状況記憶手段に記憶され
る各電子マネー種毎の電子マネー残高とを比較し、
　前記選択手段は、利用金額よりも電子マネー残高の多い電子マネー種を選択することを
特徴とする請求項１記載の携帯端末装置。
【請求項４】
前記比較手段は、前記使用状況記憶手段に記憶される各電子マネー種毎の使用履歴を比較
し、
前記選択手段は、前回利用した電子マネー種を選択することを特徴とする請求項１記載の
携帯端末装置。
【請求項５】
前記選択手段は、各電子マネー種毎の利用回数の大小に応じて、決済に用いる電子マネー
種を選択することを特徴とする請求項４記載の携帯端末装置。
【請求項６】
電子マネーを利用する店舗を表す店舗情報を取得する店舗情報取得手段をさらに備え、
　前記比較手段は、前記店舗情報取得手段が取得した店舗情報と前記使用状況記憶手段に
記憶される各電子マネー種毎の使用店舗履歴とを比較し、
　前記選択手段は、電子マネーを利用する店舗で使用したことがある電子マネー種を選択
することを特徴とする請求項１記載の携帯端末装置。
【請求項７】
前記選択手段は、電子マネーを利用する店舗で使用したことがある電子マネー種の内で最
も利用回数の多い電子マネー種を選択することを特徴とする請求項６記載の携帯端末装置
。
【請求項８】
電子マネーを利用する店舗で利用可能な電子マネー種を表す電子マネー種情報を取得する
マネー種情報取得手段をさらに備え、
前記比較手段は、前記使用状況記憶手段に記憶される複数の電子マネー種の内、前記マネ
ー情報取得手段により取得された電子マネー種情報で指定される電子マネー種のマネー使
用状況を比較することを特徴とする請求項１記載の携帯端末装置。
【請求項９】
前記比較手段は、電子マネーアプリの起動時、電子マネー決済機能を実行可能にするロッ
ク解除時および電子マネー決済機能の実行時に、前記使用状況記憶手段に記憶される複数
の電子マネー種毎のマネー使用状況を比較することを特徴とする請求項１記載の携帯端末
装置。
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【請求項１０】
前記設定手段は、前記選択手段により選択される電子マネー種の電子マネー決済機能を実
行可能な状態に設定した場合、その旨をユーザに報知する報知手段を備えることを特徴と
する請求項１記載の携帯端末装置。
【請求項１１】
前記設定手段は、自動設定モードにするか否かを選択するモード選択手段を有し、当該モ
ード選択手段が自動設定モードを選択した場合には、前記選択手段により選択される電子
マネー種の電子マネー決済機能を実行可能な状態に自動的に設定することを特徴とする請
求項１記載の携帯端末装置。
【請求項１２】
指定期間内に電子マネーを利用した場合に与えられる利用特典を表す特典情報を、複数の
電子マネー種毎に記憶する特典情報記憶手段と、
電子マネーを利用する際に、現在日時における各電子マネー種の利用特典を、前記特典情
報記憶手段に記憶される各電子マネー種毎の特典情報に基づき比較する比較手段と、
　前記比較手段の比較結果から最良の利用特典の電子マネー種を選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択される電子マネー種の電子マネー決済機能を実行可能な状態に
設定する設定手段と
　を具備することを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１３】
店舗で利用可能な電子マネー種を表す店舗マネー種を取得する店舗マネー種取得手段と、
　使用可能な複数の電子マネー種の内から電子マネー決済用の電子マネー種となる決済マ
ネー種を選択する選択手段と、
　前記店舗マネー種取得手段により取得された店舗マネー種と前記選択手段により選択さ
れた決済マネー種とが異なる場合、当該決済マネー種以外の他の使用可能な電子マネー種
の内で店舗マネー種に合致する電子マネー種が存在するか否かを判別する判別手段と、
　前記判別手段の判別結果を報知する報知手段と
　を具備することを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１４】
前記判別手段が決済マネー種以外の他の使用可能な電子マネー種の内で店舗マネー種に合
致する電子マネーが存在すると判別した場合、前記報知手段は、その合致する電子マネー
種に変更して電子マネー決済することをユーザに報知することを特徴とする請求項１３記
載の携帯端末装置。
【請求項１５】
前記報知手段が店舗マネー種に合致する電子マネー種に変更して電子マネー決済すること
を報知した後にユーザの変更指示操作がなされた場合、その店舗マネー種に合致する電子
マネー種を決済マネー種に変更するマネー種変更手段をさらに備えることを特徴とする請
求項１４記載の携帯端末装置。
【請求項１６】
前記判別手段が決済マネー種以外の他の使用可能な電子マネー種の内で店舗マネー種に合
致する電子マネーが存在しないと判別した場合、前記報知手段は、店舗での電子マネーの
利用不可をユーザに報知することを特徴とする請求項１３記載の携帯端末装置。
【請求項１７】
複数の電子マネー種による電子マネー決済機能を備えた携帯端末装置において実行される
プログラムであって、
複数の電子マネー種毎のマネー使用状況を記憶する使用状況記憶処理と、
前記使用状況記憶処理により記憶された各電子マネー種のマネー使用状況を比較する比較
処理と、
　前記比較処理の比較結果に応じて、決済に用いる電子マネー種を選択する選択処理と、
　前記選択処理により選択された電子マネー種の電子マネー決済機能を実行可能な状態に
設定する設定処理と
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　をコンピュータで実行させることを特徴とする携帯端末処理プログラム。
【請求項１８】
コンピュータに、
指定期間内に電子マネーを利用した場合に与えられる利用特典を表す特典情報を、複数の
電子マネー種毎に記憶する特典情報記憶処理と、
電子マネーを利用する際に、現在日時における各電子マネー種の利用特典を、前記特典情
報記憶処理にて記憶される各電子マネー種毎の特典情報に基づき比較する比較処理と、
　前記比較処理の比較結果から最良の利用特典の電子マネー種を選択する選択処理と、
　前記選択処理により選択される電子マネー種の電子マネー決済機能を実行可能な状態に
設定する設定処理と
　を実行させることを特徴とする携帯端末処理プログラム。
【請求項１９】
コンピュータに、
店舗で利用可能な電子マネー種を表す店舗マネー種を取得する店舗マネー種取得処理と、
　使用可能な複数の電子マネー種の内から電子マネー決済用の電子マネー種となる決済マ
ネー種を選択する選択処理と、
　前記店舗マネー種取得処理により取得された店舗マネー種と前記選択処理により選択さ
れた決済マネー種とが異なる場合、当該決済マネー種以外の他の使用可能な電子マネー種
の内で店舗マネー種に合致する電子マネー種が存在するか否かを判別する判別処理と、
　前記判別処理の判別結果を報知する報知処理と
　を実行させることを特徴とする携帯端末処理プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の電子マネー種の内から決済に最も好適な電子マネー種を自動的に選択
する携帯端末装置および携帯端末処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
「おサイフケータイ（登録商標）」と呼ばれ、非接触ＩＣチップを搭載してプリペイド方
式で電子マネーサービスを具現する携帯端末装置が普及しつつある。この種の装置として
、例えば特許文献１には、複数の電子マネー種を有し、それらの中からユーザ操作により
選択された種類の電子マネー種で電子マネー決済する機能を具備した端末装置が開示され
ている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－３０１７８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記特許文献１に開示の装置では、複数の電子マネー種の内から決済に用い
る電子マネー種をユーザ自ら選択することになるが、選択した電子マネー種がレジ端末（
ＰＯＳ端末）で使用可能な電子マネー種と異なる場合には、そのレジ端末で使用可能な電
子マネー種に選択し直さなければならず、その操作が煩わしいという弊害が生じる。
【０００５】
　そこで、この煩わしさを回避する為、複数の電子マネー種の内の何れかを予め選択して
おくのではなく、何れの電子マネー種でも利用可能な状態にしておくことも考えられるが
、そのようにすると、例えば決済額に応じてユーザに還元されるポイント（換金値）が電
子マネー種毎に異なる状況において、ポイント還元率の高い電子マネー種で決済可能であ
るにもかかわらずポイント還元率の低い電子マネー種が選択されて決済に用いられる等、
ユーザが意図しない電子マネー種で決済されてしまう不都合も起こり得る。つまり、言い
換えれば、複数の電子マネー種の内から決済に最も好適な電子マネー種を自動的に選択す
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ることが出来ないという問題がある。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、複数の電子マネー種の内から決済
に最も好適な電子マネー種を自動的に選択することができる携帯端末装置および携帯端末
処理プログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明では、複数の電子マネー種による電子
マネー決済機能を備えた携帯端末装置において、複数の電子マネー種毎のマネー使用状況
を記憶する使用状況記憶手段と、前記使用状況記憶手段に記憶される各電子マネー種のマ
ネー使用状況を比較する比較手段と、前記比較手段の比較結果に応じて、決済に用いる電
子マネー種を選択する選択手段と、前記選択手段により選択された電子マネー種の電子マ
ネー決済機能を実行可能な状態に設定する設定手段とを具備することを特徴とする。
【０００８】
　上記請求項１に従属する請求項２記載の発明では、前記比較手段は、前記使用状況記憶
手段に記憶される各電子マネー種毎の電子マネー残高を比較し、前記選択手段は、比較さ
れた各電子マネー種毎の電子マネー残高の多寡に応じて、決済に用いる電子マネー種を選
択することを特徴とする。
【０００９】
　上記請求項１に従属する請求項３記載の発明では、電子マネー決済される利用金額を取
得する取得手段をさらに備え、前記比較手段は、前記取得手段が取得した利用金額と前記
使用状況記憶手段に記憶される各電子マネー種毎の電子マネー残高とを比較し、前記選択
手段は、利用金額よりも電子マネー残高の多い電子マネー種を選択することを特徴とする
。
【００１０】
　上記請求項１に従属する請求項４記載の発明では、前記比較手段は、前記使用状況記憶
手段に記憶される各電子マネー種毎の使用履歴を比較し、前記選択手段は、前回利用した
電子マネー種を選択することを特徴とする。
【００１１】
　上記請求項４に従属する請求項５記載の発明では、前記選択手段は、各電子マネー種毎
の利用回数の大小に応じて、決済に用いる電子マネー種を選択することを特徴とする。
【００１２】
　上記請求項１に従属する請求項６記載の発明では、電子マネーを利用する店舗を表す店
舗情報を取得する店舗情報取得手段をさらに備え、前記比較手段は、前記店舗情報取得手
段が取得した店舗情報と前記使用状況記憶手段に記憶される各電子マネー種毎の使用店舗
履歴とを比較し、前記選択手段は、電子マネーを利用する店舗で使用したことがある電子
マネー種を選択することを特徴とする。
【００１３】
　上記請求項６に従属する請求項７記載の発明では、前記選択手段は、電子マネーを利用
する店舗で使用したことがある電子マネー種の内で最も利用回数の多い電子マネー種を選
択することを特徴とする。
【００１４】
　上記請求項１に従属する請求項８記載の発明では、電子マネーを利用する店舗で利用可
能な電子マネー種を表す電子マネー種情報を取得するマネー種情報取得手段をさらに備え
、前記比較手段は、前記使用状況記憶手段に記憶される複数の電子マネー種の内、前記マ
ネー情報取得手段により取得された電子マネー種情報で指定される電子マネー種のマネー
使用状況を比較することを特徴とする。
【００１５】
　上記請求項１に従属する請求項９記載の発明では、前記比較手段は、電子マネーアプリ
の起動時、電子マネー決済機能を実行可能にするロック解除時および電子マネー決済機能
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の実行時に、前記使用状況記憶手段に記憶される複数の電子マネー種毎のマネー使用状況
を比較することを特徴とする。
【００１６】
　上記請求項１に従属する請求項１０記載の発明では、前記設定手段は、前記選択手段に
より選択される電子マネー種の電子マネー決済機能を実行可能な状態に設定した場合、そ
の旨をユーザに報知する報知手段を備えることを特徴とする。
【００１７】
　上記請求項１に従属する請求項１１記載の発明では、前記設定手段は、自動設定モード
にするか否かを選択するモード選択手段を有し、当該モード選択手段が自動設定モードを
選択した場合には、前記選択手段により選択される電子マネー種の電子マネー決済機能を
実行可能な状態に自動的に設定することを特徴とする。
【００１８】
請求項１２に記載の発明では、指定期間内に電子マネーを利用した場合に与えられる利用
特典を表す特典情報を、複数の電子マネー種毎に記憶する特典情報記憶手段と、電子マネ
ーを利用する際に、現在日時における各電子マネー種の利用特典を、前記特典情報記憶手
段に記憶される各電子マネー種毎の特典情報に基づき比較する比較手段と、前記比較手段
の比較結果から最良の利用特典の電子マネー種を選択する選択手段と、前記選択手段によ
り選択される電子マネー種の電子マネー決済機能を実行可能な状態に設定する設定手段と
を具備することを特徴とする。
【００１９】
請求項１３に記載の発明では、店舗で利用可能な電子マネー種を表す店舗マネー種を取得
する店舗マネー種取得手段と、使用可能な複数の電子マネー種の内から電子マネー決済用
の電子マネー種となる決済マネー種を選択する選択手段と、前記店舗マネー種取得手段に
より取得された店舗マネー種と前記選択手段により選択された決済マネー種とが異なる場
合、当該決済マネー種以外の他の使用可能な電子マネー種の内で店舗マネー種に合致する
電子マネー種が存在するか否かを判別する判別手段と、前記判別手段の判別結果を報知す
る報知手段とを具備することを特徴とする。
【００２０】
　上記請求項１３に従属する請求項１４記載の発明では、前記判別手段が決済マネー種以
外の他の使用可能な電子マネー種の内で店舗マネー種に合致する電子マネーが存在すると
判別した場合、前記報知手段は、その合致する電子マネー種に変更して電子マネー決済す
ることをユーザに報知することを特徴とする。
【００２１】
　上記請求項１４に従属する請求項１５記載の発明では、前記報知手段が店舗マネー種に
合致する電子マネー種に変更して電子マネー決済することを報知した後にユーザの変更指
示操作がなされた場合、その店舗マネー種に合致する電子マネー種を決済マネー種に変更
するマネー種変更手段をさらに備えることを特徴とする。
【００２２】
　上記請求項１３に従属する請求項１６記載の発明では、前記判別手段が決済マネー種以
外の他の使用可能な電子マネー種の内で店舗マネー種に合致する電子マネーが存在しない
と判別した場合、前記報知手段は、店舗での電子マネーの利用不可をユーザに報知するこ
とを特徴とする。
【００２３】
請求項１７に記載の発明では、複数の電子マネー種による電子マネー決済機能を備えた携
帯端末装置において実行されるプログラムであって、複数の電子マネー種毎のマネー使用
状況を記憶する使用状況記憶処理と、前記使用状況記憶処理により記憶された各電子マネ
ー種のマネー使用状況を比較する比較処理と、前記比較処理の比較結果に応じて、決済に
用いる電子マネー種を選択する選択処理と、前記選択処理により選択された電子マネー種
の電子マネー決済機能を実行可能な状態に設定する設定処理とをコンピュータで実行させ
ることを特徴とする。
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【００２４】
請求項１８に記載の発明では、コンピュータに、指定期間内に電子マネーを利用した場合
に与えられる利用特典を表す特典情報を、複数の電子マネー種毎に記憶する特典情報記憶
処理と、電子マネーを利用する際に、現在日時における各電子マネー種の利用特典を、前
記特典情報記憶処理にて記憶される各電子マネー種毎の特典情報に基づき比較する比較処
理と、前記比較処理の比較結果から最良の利用特典の電子マネー種を選択する選択処理と
、前記選択処理により選択される電子マネー種の電子マネー決済機能を実行可能な状態に
設定する設定処理とを実行させることを特徴とする。
【００２５】
請求項１９に記載の発明では、コンピュータに、店舗で利用可能な電子マネー種を表す店
舗マネー種を取得する店舗マネー種取得処理と、使用可能な複数の電子マネー種の内から
電子マネー決済用の電子マネー種となる決済マネー種を選択する選択処理と、前記店舗マ
ネー種取得処理により取得された店舗マネー種と前記選択処理により選択された決済マネ
ー種とが異なる場合、当該決済マネー種以外の他の使用可能な電子マネー種の内で店舗マ
ネー種に合致する電子マネー種が存在するか否かを判別する判別処理と、前記判別処理の
判別結果を報知する報知処理とを実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、複数の電子マネー種の内から決済に最も好適な電子マネー種を自動的
に選択することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、図面を参照して本発明の実施の一形態について説明する。
Ａ．構成　
（１）システム構成
　図１は、本実施形態による携帯電話１０が有する主要機能の概要を説明する為のシステ
ム構成図である。携帯電話１０は、移動無線通信機能およびメール送受信機能を備える。
移動無線通信機能を用いて通話する場合、携帯電話１０は、位置登録している基地局ＢＳ
を介して発信側の交換機ＳＷに発呼する。発信側の交換機ＳＷは、発呼に応じて、無線通
信網ＲＮ中に設けられる加入者登録サーバ（不図示）から問い合せた着番号（加入者番号
）および位置登録情報に基づき着信側の交換機ＳＷを呼出す。着信側の交換機ＳＷは、着
信側の基地局ＢＳを介して着信側の携帯電話１０（不図示）を呼出し、これに応じて着信
側が着呼応答すると、発信側の交換機ＳＷと着信側の交換機ＳＷとのリンクが確立して通
話可能になる。
【００２８】
　メール送受信機能を用いて携帯電話１０から送信されるメールは、基地局ＢＳ、交換機
ＳＷおよび無線通信網ＲＮ中に設けられるゲートウェイサーバ（不図示）を経てインター
ネット上のメールサーバ（不図示）に伝送される。メールサーバは、上述とは逆の経路で
宛先のメールアドレスを有する携帯電話１０にメールを送るようになっている。
【００２９】
携帯電話１０は、上述した移動無線通信機能を用い、無線通信網ＲＮを経由してネットワ
ーク上の電子マネーサービス管理装置３０（サービスプロバイダ）にアクセスして電子マ
ネー決済機能を具現する為の電子マネーアプリケーションソフト（以下、電子マネーアプ
リと略称する）をダウンロードする機能を備える。携帯電話１０では、このダウンロード
機能を用い、電子マネー種が異なる各サービスプロバイダの電子マネーサービス管理装置
３０からそれぞれ対応する電子マネー種の電子マネーアプリをダウンロードすることによ
って、複数の電子マネー種に対応した電子マネー決済機能を実行できるようになっている
。
【００３０】
携帯電話１０は、電子マネーアプリで具現される電子マネー決済機能の他、オンラインチ
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ャージ機能や、本発明の要旨に係わる電子マネー種抽出機能および電子マネー種自動選択
機能を備える。オンラインチャージ機能とは、上述した移動無線通信機能を用い、無線通
信網ＲＮを経由してネットワーク上の電子マネーサービス管理装置３０、すなわち利用し
たい電子マネー種の電子マネーサービスを提供するサービスプロバイダの電子マネーサー
ビス管理装置３０に接続し、自己内蔵の非接触ＩＣチップ（後述する）に記憶される認証
情報（例えばプリペイド番号）に基づきアクセス認証してからチャージ額（入金額）を当
該管理装置３０に登録する一方、これに応じて当該管理装置３０が発生する指示に従って
自己内蔵の非接触ＩＣチップに記憶される電子マネー残高を更新する機能を指す。
【００３１】
携帯電話１０が備える電子マネー種抽出機能は、図１に図示する店舗装置２０を備えた店
舗において利用可能になる。店舗装置２０は、レジ端末２０ａ（ＰＯＳ端末）、リーダラ
イタ２０ｂおよびリーダライタ２０ｃから構成される。レジ端末２０ａは、携帯電話１０
と非接触データ通信するリーダライタ２０ｂおよびリーダライタ２０ｃのリード／ライト
動作を制御すると共に、ネットワークを経由して電子マネーサービス管理装置３０と電子
マネー決済に必要なデータを授受する。
【００３２】
リーダライタ２０ｂは、例えばレジ端末２０ａに一体化され、当該レジ端末２０ａの制御
の下に、携帯電話１０が備える非接触ＩＣチップ（後述する）との間で電子マネー決済に
必要なデータを授受する。リーダライタ２０ｃは、例えば店舗出入り口の自動ドア付近に
設けられ、客入店時に携帯電話１０が備える非接触ＩＣチップに対して店舗コードと当該
店舗で利用可能な電子マネーの種類を表す利用可能マネー種コードとを含む店舗データを
送出する。携帯電話１０は、上記構成の店舗装置２０を備えた店舗への入店時に、リーダ
ライタ２０ｃから送出される店舗データを受信して電子マネー種抽出機能を実行し、受信
した店舗データから店舗コードおよび利用可能マネー種コードを抽出する。
【００３３】
電子マネー種自動選択機能は、上述した電子マネー種抽出機能により得た店舗コードおよ
び利用可能マネー種コードに基づき、店舗コードで指定される店舗で使用した電子マネー
種毎の使用状況を勘案して最も決済に好適な電子マネー種を自動的に選択したり、あるい
は電子マネー決済機能を実行する際に、利用する電子マネー種が設定されていない場合、
店舗装置２０のリーダライタ２０ｂから受信する利用可能マネー種コードに基づき、利用
可能な電子マネー種毎の使用状況を勘案して最も決済に好適な電子マネー種を自動的に選
択する機能を指す。
【００３４】
なお、電子マネー決済機能を実行する場合には、レジ端末２０ａと一体化されたリーダラ
イタ２０ｂに携帯電話１０をかざして非接触決済を行う。そうすると、リーダライタ２０
ｂが携帯電話１０の非接触ＩＣチップから受領した支払いデータをレジ端末２０ａがネッ
トワークを介して電子マネーサービス管理装置３０に送出し、これにより電子マネー決済
が行われる。決済後の電子マネー残高は、上記とは逆の経路を辿ってリーダライタ２０ｂ
から携帯電話１０の非接触ＩＣチップへデータ送出されて記憶される。
【００３５】
（２）携帯電話１０の構成
　次に、図２を参照して携帯電話１０の構成を説明する。図２において、制御部１００は
、ＣＰＵおよび入出力回路などから構成され、操作部１０８（後述する）から供給される
イベントに応じて各部動作を制御する。本発明の要旨に係わる制御部１００の特徴的な処
理動作については追って詳述する。
【００３６】
　ＲＯＭ１０１は、プログラムエリアおよびデータエリアを備える。ＲＯＭ１０１のプロ
グラムエリアには、制御部１００により実行される各種プログラムが記憶される。ここで
言う各種プログラムとは、追って詳述するメインルーチンを含む。ＲＯＭ１０１のデータ
エリアには、所定のプログラムにより参照される制御データの他、例えば待受画面などの
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各種表示画面を形成する画面データが格納される。
【００３７】
　ＲＡＭ１０２は、制御部１００の処理に用いる各種レジスタ・フラグデータを一時記憶
するワークエリアの他、上述した電子マネー種抽出機能や電子マネー種自動選択機能を実
行する際に参照される電子マネー別店舗利用テーブル記憶部１０２ａ、電子マネー管理テ
ーブル記憶部１０２ｂ、電子マネー使用履歴テーブル記憶部１０２ｃ、特典テーブル記憶
部１０２ｄおよび店舗コード検索テーブル記憶部１０２ｅを備える。これら記憶部１０２
ａ～１０２ｅに記憶される各テーブルの構成については追って述べる。
【００３８】
　無線通信送受信部１０３は、データ通信時には制御部１００の制御の下に、アンテナＡ
ＮＴ１を介して基地局ＢＳとデータ授受を行い、音声通話時にはアンテナＡＮＴ１を介し
て受信復調した音声データを制御部１００に出力する一方、制御部１００から供給される
音声データを変調して得た送信信号を高周波増幅してアンテナＡＮＴ１から送出する。
【００３９】
ＧＰＳ信号受信部１０４は、制御部１００の制御の下に、アンテナＡＮＴ２を介して受信
したＧＰＳ信号に基づき現在位置を表す位置情報（緯度ＬＴ，経度ＬＧ）を発生して制御
部１００に出力する。非接触ＩＣ部１０５は、非接触ＩＣチップ（例えばＦｅｌｉｃａチ
ップ（登録商標））を備え、アンテナＡＮＴ３を介して店舗装置２０（図１参照）のリー
ダライタ２０ｂもしくはリーダライタ２０ｃと電磁結合方式で非接触データ通信を行う。
非接触ＩＣ部１０５は、電磁結合に応じて起動された時点で起動イベントを発生して制御
部１００に出力すると共に、非接触データ通信にてリーダライタ側から受信したデータを
制御部１００に供給する。また、非接触ＩＣ部１０５が備える非接触ＩＣチップは、プリ
ペイド番号などの認証情報や電子マネー残高情報を記憶保持する。
【００４０】
　音声信号処理部１０６は、スピーカＳＰおよびマイクＭＩＣを備え、制御部１００から
供給される音声データを音声信号にＤ／Ａ変換してスピーカＳＰから発音させたり、マイ
クＭＩＣから出力される音声信号を音声データにＡ／Ｄ変換して制御部１００に供給する
。表示部１０７は、カラー液晶パネルおよび表示ドライバから構成され、制御部１００の
制御の下に、待受画面など各種画面を表示する。
【００４１】
操作部１０８には、パワーオンオフする電源スイッチ、通話開始／終了時に操作されるオ
フフック／オンフックスイッチ、ダイヤルスイッチと兼用の文字入力スイッチ等の各種操
作キーの他、後述する電子マネーアプリ選択操作、アプリダウンロード操作、電子マネー
種選択操作およびロック解除操作を行うための各種操作ボタン等を有し、これらキーやボ
タンの操作に応じたイベントを発生して制御部１００に出力する。
【００４２】
（３）ＲＡＭ１０２の構成
　次に、図３～図７を参照してＲＡＭ１０２に設けられる電子マネー別店舗利用テーブル
記憶部１０２ａ、電子マネー管理テーブル記憶部１０２ｂ、電子マネー使用履歴テーブル
記憶部１０２ｃ、特典テーブル記憶部１０２ｄおよび店舗コード検索テーブル記憶部１０
２ｅのデータ構成ついて説明する。
【００４３】
ａ．電子マネー別店舗利用テーブル記憶部１０２ａのデータ構成
　電子マネー別店舗利用テーブル記憶部１０２ａには、図３に図示する一例の電子マネー
別店舗利用テーブルＴ１が記憶される。電子マネー別店舗利用テーブルＴ１には、携帯電
話１０で利用可能な「電子マネー種」毎に、利用した店舗を表す「店舗コード」と「利用
回数」とが登録される。
【００４４】
こうした電子マネー別店舗利用テーブルＴ１は、上述した電子マネー種自動選択機能実行
時に参照される。具体的には、店舗装置２０のリーダライタ２０ｃから受信した店舗コー
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ドに応じて、当該テーブルＴ１から対応する電子マネー種（利用した電子マネー種）を読
み出し、読み出した電子マネー種が複数存在する場合には、それらに対応する利用回数の
中で最も利用回数の多い電子マネー種を選択する。
【００４５】
ｂ．電子マネー管理テーブル記憶部１０２ｂのデータ構成
電子マネー管理テーブル記憶部１０２ｂには、図４に図示する一例の電子マネー管理テー
ブルＴ２が記憶される。電子マネー管理テーブルＴ２には、携帯電話１０で利用可能な「
電子マネー種」毎の「電子マネー残高」、「累積ポイント」および「利用回数」が登録さ
れる。電子マネー管理テーブルＴ２は、上述した電子マネー種自動選択機能実行時に参照
される。具体的には、店舗装置２０のリーダライタ２０ｂから受信した利用可能マネー種
コードに該当する各電子マネー種の電子マネー残高を電子マネー管理テーブルＴ２から読
み出し、その中で電子マネー残高が最も多い電子マネー種を選択する。
【００４６】
また、この電子マネー管理テーブルＴ２は、ユーザ操作（電子マネー種選択操作）で電子
マネー種を選択する際にも参照される。例えば選択条件として「残高優先」が設定されて
いる場合には、電子マネー管理テーブルＴ２から電子マネー残高が最も多い電子マネー種
を選択候補として抽出する。選択条件として「利用回数」が設定されている場合には、電
子マネー管理テーブルＴ２から利用回数が最も多い電子マネー種を選択候補として抽出す
る。
【００４７】
ｃ．電子マネー使用履歴テーブル記憶部１０２ｃのデータ構成
電子マネー使用履歴テーブル記憶部１０２ｃには、図５に図示する一例の電子マネー使用
履歴テーブルＴ３が記憶される。電子マネー使用履歴テーブルＴ３には、電子マネー決済
した日時を表す「使用日時」、使用した「電子マネー種」、「利用金額（決済額）」およ
び電子マネー決済した店舗を表す「店舗コード」が登録される。なお、本実施形態では、
電子マネー使用履歴テーブルＴ３をＲＡＭ１０２の電子マネー使用履歴テーブル記憶部１
０２ｃに設ける態様としたが、これに限らず、非接触ＩＣ部１０５が備える非接触ＩＣチ
ップに電子マネー使用履歴テーブルＴ３を設ける態様としても構わない。
【００４８】
ｄ．特典テーブル記憶部１０２ｄのデータ構成
　特典テーブル記憶部１０２ｄには、図６に図示する一例の特典テーブルＴ４が記憶され
る。特典テーブルＴ４には、携帯電話１０で利用可能な「電子マネー種」毎に、特典内容
を表す「優遇ポイント倍率」、特典が有効となる「期間」、「曜日」および「時間帯」が
登録される。例えば、図６に図示する特典テーブルＴ４において、通常では支払額１００
円毎に１ポイントが還元される電子マネー種Ａの場合、特典期間中（７月～８月の毎週土
曜日の午前中）に電子マネー決済すると、通常のポイントより３倍の優遇ポイントが与え
られる特典を表している。
【００４９】
ｅ．店舗コード検索テーブル記憶部１０２ｅのデータ構成
店舗コード検索テーブル記憶部１０２ｅには、図７に図示する一例の店舗コード検索テー
ブルＴ５が記憶される。店舗コード検索テーブルＴ５には、電子マネー決済が可能な各店
舗の位置を表す店舗位置情報（緯度ＬＴ，経度ＬＧ）と店舗コードとが対応付けて登録さ
れる。この店舗コード検索テーブルＴ５は、ＧＰＳ信号受信部１０４が出力する位置情報
（緯度ＬＴ，経度ＬＧ）に基づき店舗コードを検索する際に参照される。
【００５０】
Ｂ．動作　
　次に、図８～図１４を参照して携帯電話１０の制御部１００が実行するメインルーチン
の動作を説明する。なお、図８～図１３はメインルーチンの動作を示すフローチャート、
図１４はメインルーチンのステップＳ５４（図１３参照）において表示部１０７に表示さ
れるマネー種変更案内画面の一例を示す図である。
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【００５１】
先ず、ユーザの電源オン操作により携帯電話１０がパワーオンされると、制御部１００は
図８に図示するメインルーチンのステップＳ１に処理を進める。ステップＳ１では、位置
登録制御シーケンスを実行して無線通信網ＲＮ側に位置登録を行ってから待受状態に入る
待受処理を実行する。これにより、表示部１０７には待受画面（図示略）が表示される。
【００５２】
　続いて、ステップＳ２～ステップＳ６では、それぞれ「着信検知」、「電子マネーの操
作」、「非接触ＩＣ部起動」、「その他の操作」および「電源オフ操作」のイベントの有
無を判断する。これらイベントが発生しなければ、上記ステップＳ２～ステップＳ６の各
判断結果はいずれも「ＮＯ」になり、上記ステップＳ１の待受状態で待機する。そして、
待受状態下において上記イベントのいずれかが発生すると、その発生したイベントに対応
した処理を実行する。以下、イベント別に分けて動作の説明を進める。
【００５３】
（１）着信検知した場合　
　着信を検知すると、図８に図示するステップＳ２の判断結果が「ＹＥＳ」になり、ステ
ップＳ７に進み、着信報知を行うと共に、この着信報知中にオフフック操作されたか否か
を判断する。着信報知中にオフフック操作が行われなければ、判断結果は「ＮＯ」になり
、上記ステップＳ１の待受状態に復帰する。
【００５４】
　一方、着信報知中にオフフック操作されると、上記ステップＳ７の判断結果が「ＹＥＳ
」になり、ステップＳ８に進み、発呼側と回線接続して通話を開始させる通話処理を実行
する。次いで、ステップＳ９では、オンフック操作の有無を判断する。オンフック操作が
行われなければ、ステップＳ９の判断結果は「ＮＯ」となり、上記ステップＳ８の通話処
理を継続させるが、オンフック操作されると、ステップＳ９の判断結果が「ＹＥＳ」にな
り、ステップＳ１０に進む。そして、ステップＳ１０では、オンフック操作に応じて回線
を断つ切断処理を実行した後、上記ステップＳ１の待受状態に復帰する。
【００５５】
（２）電子マネーの操作が行われた場合　
　電子マネーに関する操作が行われると、ステップＳ３の判断結果が「ＹＥＳ」になり、
図９に図示するステップＳ１１～Ｓ１２において、電子マネーに関する操作が「電子マネ
ーアプリ選択操作」、「ロック解除操作」および「その他の操作」のいずれであるかを判
断する。以下では、「ａ．電子マネーアプリ選択操作」、「ｂ．ロック解除操作」および
「ｃ．その他の操作」の各場合に分けて動作を説明する。
【００５６】
ａ．電子マネーアプリ選択操作が行われた場合
　この場合、図９に図示するステップＳ１１の判断結果が「ＹＥＳ」になり、ステップＳ
１３に進み、メニュー選択する。メニュー選択とは、電子マネーアプリ選択操作下で起動
可能な機能項目（アプリダウンロード、電子マネー種選択およびその他の処理）をメニュ
ー画面（不図示）に表示し、このメニュー画面上で起動させる機能項目を選択する操作を
指す。以下、メニュー選択により「アプリダウンロード」が選択された場合の動作と、「
電子マネー種選択」が選択された場合の動作とに分けて説明を進める。
【００５７】
なお、メニュー選択において、上記の「アプリダウンロード」および「電子マネー種選択
」以外が選択された場合には、ステップＳ１４およびステップＳ２０の各判断結果がいず
れも「ＮＯ」となり、ステップＳ２１に進み、その他の処理を実行する。その他の処理と
は、例えばＲＡＭ１０２の特典テーブル記憶部１０２ｄに記憶される特典テーブルＴ４の
登録内容を更新するための情報をネットワーク上の電子マネーサービス管理装置３０（図
１参照）から受信する処理などを指す。そして、その他の処理が完了すると、上記ステッ
プＳ１（図８参照）の待受状態に復帰する。
【００５８】
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ａ－１．アプリダウンロードが選択された場合
　上記ステップＳ１３のメニュー選択において、「アプリダウンロード」が選択された場
合には、ステップＳ１４の判断結果が「ＹＥＳ」となり、ステップＳ１５に進み、ダウン
ロード可能なマネー種別の電子マネーアプリの名称を一覧するアプリメニューを表示部１
０７に画面表示する。次いで、ステップＳ１６では、このアプリメニューに表示されたマ
ネー種別の電子マネーアプリの名称の内からダウンロードしたいマネー種の電子マネーア
プリの名称を選択する。
【００５９】
そうすると、ステップＳ１７に進み、選択したマネー種の電子マネーアプリを提供するサ
ービスプロバイダの電子マネーサービス管理装置３０（図１参照）に接続してダウンロー
ド要求を送出する。そして、ステップＳ１８では、ダウンロード要求に応じて電子マネー
サービス管理装置３０からダウンロードされる電子マネーアプリを受信し、続くステップ
Ｓ１９では、ダウンロード受信した電子マネーアプリを実行できるように追加設定した後
、上記ステップＳ１（図８参照）の待受状態に復帰する。
【００６０】
ａ－２．電子マネー種選択が選択された場合
上記ステップＳ１３のメニュー選択において、「電子マネー種選択」が選択された場合に
は、ステップＳ２０の判断結果が「ＹＥＳ」となり、図１０に図示するステップＳ２２に
進む。ステップＳ２２では、電子マネー決済に使用する電子マネー種を自動的に選択する
自動設定モードであるか否かを判断する。以下では、自動設定モードでない場合と自動設
定モードの場合とに分けて動作を説明する。
【００６１】
＜自動設定モードでない場合＞
自動設定モードでなければ、上記ステップＳ２２の判断結果は「ＮＯ」となり、ステップ
Ｓ２３に進み、携帯電話１０において使用可能な全ての電子マネー種を選択候補として表
示部１０７に画面表示する。この後、図１１に図示するステップＳ３３に進み、図１に図
示する店舗装置２０を備えた店舗に入店した際に、当該店舗装置２０のリーダライタ２０
ｃから利用可能マネー種コード（店舗データ）を受信したか否かを判断する。
【００６２】
利用可能マネー種コードを受信していなければ、判断結果は「ＮＯ」となり、後述のステ
ップＳ３５に進む。一方、利用可能マネー種コードを受信していると、上記ステップＳ３
３の判断結果は「ＹＥＳ」になり、ステップＳ３４に進む。ステップＳ３４では、上記ス
テップＳ２３（図１０参照）で挙げた選択候補、すなわち携帯電話１０で使用可能な全て
の電子マネー種の内から、受信した利用可能マネー種コードで指定され、店舗で利用可能
な電子マネー種を選択候補として再抽出する。
【００６３】
　続いて、ステップＳ３５では、利用可能マネー種コードを受信していなければ、携帯電
話１０で使用可能な全ての電子マネー種を選択候補として表示部１０７に画面表示する。
また、ステップＳ３５では、利用可能マネー種コードを受信していれば、携帯電話１０で
使用可能な全ての電子マネー種の内から店舗で利用可能な電子マネー種を再抽出して表示
部１０７に画面表示する。そして、ステップＳ３６では、表示部１０７に画面表示された
選択候補の中からユーザ操作で指定される電子マネー種を選択する。
【００６４】
次いで、ステップＳ３７では、上記ステップＳ３６で選択された電子マネー種の電子マネ
ーアプリで具現される電子マネー決済機能の実行を可能にするロック解除設定を行い、続
くステップＳ３８では、ロック解除設定により電子マネー決済機能が実行可能となった電
子マネー種を示すアイコン画像を表示部１０７に画面表示させた後、上記ステップＳ１（
図８参照）の待受状態に復帰する。
【００６５】
＜自動設定モードの場合＞
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　一方、自動設定モード下ならば、図１０に図示するステップＳ２２の判断結果が「ＹＥ
Ｓ」になり、ステップＳ２４に進む。ステップＳ２４では、自動設定する条件が「残高優
先」であるか否かを判断する。自動設定する条件が「残高優先」ならば、判断結果は「Ｙ
ＥＳ」となり、ステップＳ２５に進む。ステップＳ２５では、ＲＡＭ１０２の電子マネー
管理テーブル記憶部１０２ｂに記憶される電子マネー管理テーブルＴ２（図４参照）の各
電子マネー種毎の電子マネー残高を比較し、続くステップＳ２６では、その比較結果に基
づき電子マネー残高が最も多い電子マネー種を選択候補として抽出した後、上述したステ
ップＳ３３（図１１参照）に進む。なお、電子マネー残高の最も多い電子マネー種が複数
種存在する場合には、それらを選択候補として抽出する。
【００６６】
　これに対し、自動設定する条件が「利用回数」であると、上記ステップＳ２４（図１０
参照）の判断結果が「ＮＯ」になり、ステップＳ２７に進む。ステップＳ２７では、ＲＡ
Ｍ１０２の電子マネー管理テーブル記憶部１０２ｂに記憶される電子マネー管理テーブル
Ｔ２（図４参照）の各電子マネー種毎の利用回数を比較し、続くステップＳ２８では、そ
の比較結果に基づき利用回数が最も多い電子マネー種を選択候補として抽出した後、上述
したステップＳ３３（図１１参照）に進む。なお、利用回数の最も多い電子マネー種が複
数種存在する場合には、それらを選択候補として抽出する。
【００６７】
　さて、以上のようにして、自動設定する条件が「残高優先」ならば、電子マネー残高の
最も多い電子マネー種が選択候補として抽出され、自動設定する条件が「利用回数」なら
ば、利用回数の最も多い電子マネー種が選択候補として抽出されると、図１１に図示する
ステップＳ３３に処理を進める。ステップＳ３３では、図１に図示する店舗装置２０を備
えた店舗に入店した際に、当該店舗装置２０のリーダライタ２０ｃから利用可能マネー種
コード（店舗データ）を受信したか否かを判断する。
【００６８】
利用可能マネー種コードを受信していなければ、ステップＳ３３の判断結果は「ＮＯ」と
なり、後述のステップＳ３５に進む。これに対し、利用可能マネー種コードを受信してい
ると、上記ステップＳ３３の判断結果は「ＹＥＳ」になり、ステップＳ３４に進む。ステ
ップＳ３４では、自動設定する条件が「残高優先」ならば、利用可能マネー種コードで指
定され、店舗で利用可能な電子マネー種の内から上記ステップＳ２６で抽出した電子マネ
ー残高の最も多い電子マネー種を選択候補として再抽出する。また、ステップＳ３４では
、自動設定する条件が「利用回数」ならば、利用可能マネー種コードで指定され、店舗で
利用可能な電子マネー種の内から上記ステップＳ２８で抽出した使用回数の最も多い電子
マネー種を選択候補として再抽出する。
【００６９】
　続いて、ステップＳ３５では、抽出した電子マネー種を表示部１０７に画面表示する。
すなわち、ステップＳ３５では、利用可能マネー種コードを受信しておらず、かつ自動設
定する条件が「残高優先」の場合には、上記ステップＳ２６で抽出した電子マネー残高の
最も多い電子マネー種を選択候補として表示部１０７に画面表示する。あるいは利用可能
マネー種コードを受信しておらず、かつ自動設定する条件が「利用回数」の場合には、上
記ステップＳ２８で抽出した利用回数の最も多い電子マネー種を選択候補として表示部１
０７に画面表示する。
【００７０】
　また、ステップＳ３５では、受信した利用可能マネー種コードで指定され、店舗で利用
可能な電子マネー種の内から上記ステップＳ２６で抽出した電子マネー残高の最も多い電
子マネー種を再抽出した場合には、その再抽出された電子マネー種を選択候補として表示
部１０７に画面表示する。あるいは受信した利用可能マネー種コードで指定され、店舗で
利用可能な電子マネー種の内から上記ステップＳ２８で抽出した利用回数の最も多い電子
マネー種を再抽出した場合には、その再抽出された電子マネー種を選択候補として表示部
１０７に画面表示する。
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【００７１】
そして、ステップＳ３６では、表示部１０７に画面表示された選択候補の中からユーザ操
作で指定される電子マネー種を選択する。次いで、ステップＳ３７では、上記ステップＳ
３６で選択された電子マネー種の電子マネーアプリで具現される電子マネー決済機能の実
行を可能にするロック解除設定を行い、続くステップＳ３８では、ロック解除設定により
電子マネー決済機能が実行可能となった電子マネー種を示すアイコン画像を表示部１０７
に画面表示させた後、上記ステップＳ１（図８参照）の待受状態に復帰する。
【００７２】
ｂ．ロック解除操作が行われた場合
　電子マネー決済に使用する電子マネー種を変更すべくロック解除操作が行われた場合に
は、図９に図示するステップＳ１２の判断結果が「ＹＥＳ」になり、図１１に図示するス
テップＳ２９に進む。ステップＳ２９では、表示部１０７にパスワード入力画面（不図示
）を画面表示する。そして、このパスワード入力画面にパスワード（ロック番号）が入力
されると、ステップＳ３０に進み、入力されたパスワードがロック解除用のロック番号に
一致するかどうかをを判断する。
【００７３】
　入力されたパスワードがロック解除用のロック番号に一致しなければ、判断結果は「Ｎ
Ｏ」になり、上記ステップＳ１（図８参照）の待受状態に復帰するが、入力されたパスワ
ードがロック解除用のロック番号に一致すると、上記ステップＳ３０の判断結果が「ＹＥ
Ｓ」になり、ステップＳ３１に進む。次いで、ステップＳ３１では、ＲＡＭ１０２の特典
テーブル記憶部１０２ｄに記憶される特典テーブルＴ４（図６参照）に基づき、現在日時
における優遇ポイント倍率を勘案して各電子マネー種毎のポイントを比較する。
【００７４】
　続いて、ステップＳ３２では、現在日時における優遇ポイント倍率を勘案した各電子マ
ネー種毎のポイントの中で最も還元率の高いポイントの電子マネー種を選択候補として抽
出する。なお、最も還元率の高いポイントの電子マネー種が複数種存在する場合には、そ
れらを選択候補として抽出する。そして、ステップＳ３３では、図１に図示する店舗装置
２０を備えた店舗に入店した際に、当該店舗装置２０のリーダライタ２０ｃから利用可能
マネー種コード（店舗データ）を受信したか否かを判断する。
【００７５】
利用可能マネー種コードを受信していなければ、ステップＳ３３の判断結果は「ＮＯ」と
なり、後述のステップＳ３５に進む。これに対し、利用可能マネー種コードを受信してい
ると、上記ステップＳ３３の判断結果は「ＹＥＳ」になり、ステップＳ３４に進む。ステ
ップＳ３４では、受信した利用可能マネー種コードで指定され、店舗で利用可能な電子マ
ネー種の内から、現在日時において最も還元率の高いポイントの電子マネー種を選択候補
として再抽出する。
【００７６】
　続いて、ステップＳ３５では、利用可能マネー種コードを受信していなければ、現在日
時において最も還元率の高いポイントの電子マネー種を選択候補として表示部１０７に画
面表示する。また、ステップＳ３５では、利用可能マネー種コードを受信していれば、受
信した利用可能マネー種コードで指定され、店舗で利用可能な電子マネー種の内から、現
在日時において最も還元率の高いポイントの電子マネー種を再抽出して表示部１０７に画
面表示する。
【００７７】
そして、ステップＳ３６では、表示部１０７に画面表示された選択候補の中からユーザ操
作で指定される電子マネー種を選択する。次いで、ステップＳ３７では、上記ステップＳ
３６で選択された電子マネー種の電子マネーアプリで具現される電子マネー決済機能の実
行を可能にするロック解除設定を行い、続くステップＳ３８では、ロック解除設定により
電子マネー決済機能が実行可能となった電子マネー種を示すアイコン画像を表示部１０７
に画面表示させた後、上記ステップＳ１（図８参照）の待受状態に復帰する。
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【００７８】
ｃ．その他の操作が行われた場合
　電子マネーに関する「その他の操作」として、例えばオンラインチャージ機能の実行を
指示する操作が行われたとする。そうすると、図９に図示するステップＳ１１～Ｓ１２の
各判断結果が「ＮＯ」になり、ステップＳ３９に進み、その他の処理として、オンライン
チャージ機能を実行する。すなわち、前述した移動無線通信機能を用い、無線通信網ＲＮ
を経由してネットワーク上の電子マネーサービス管理装置３０に接続し、非接触ＩＣ部１
０５が備える非接触ＩＣチップ（不図示）に記憶される認証情報（例えばプリペイド番号
）に基づきアクセス認証してからチャージ額（入金額）を当該管理装置３０に登録する一
方、これに応じて当該管理装置３０が発生する指示に従って非接触ＩＣチップに記憶され
る電子マネー残高や、前述した電子マネー管理テーブルＴ２（図４参照）に登録され、チ
ャージした電子マネー種の電子マネー残高を更新した後、上記ステップＳ１の待受状態に
復帰する。
【００７９】
（３）非接触ＩＣ部起動の場合
　非接触ＩＣ部１０５が起動イベントを発生すると、図８に図示するステップＳ４の判断
結果が「ＹＥＳ」になり、図１２に図示するステップＳ４０に処理を進める。ステップＳ
４０～Ｓ４１では、非接触ＩＣ部１０５から供給され、非接触データ通信を行ったリーダ
ライタの種別を表すデータに基づき、非接触データ通信先を判別する。以下では、非接触
データ通信先が、前述した店舗装置２０（図１参照）に設けられた店舗情報送出用のリー
ダライタ２０ｃや電子マネー決済用のリーダライタ２０ｂ以外の「ａ．その他の場合」と
、「ｂ．リーダライタ２０ｃの場合」と、「ｃ．リーダライタ２０ｂの場合」とに分けて
動作を説明する。
【００８０】
ａ．その他の場合
　非接触データ通信先が、リーダライタ２０ｃやリーダライタ２０ｂ以外の場合には、ス
テップＳ４０～Ｓ４１の各判断結果がいずれも「ＮＯ」になり、ステップＳ４２に進み、
例えば駅改札等に設けられるリーダライタとの非接触データ通信にて授受されるデータに
基づき周知の自動改札処理などの、その他の処理を実行した後、前述したステップＳ１（
図８参照）の待受状態に復帰する。
【００８１】
ｂ．リーダライタ２０ｃの場合
非接触データ通信先が店舗情報送出用のリーダライタ２０ｃの場合、すなわち前述した店
舗装置２０（図１参照）を備えた店舗への入店時に、その店舗の出入り口に設けられたリ
ーダライタ２０ｃと通信した場合には、ステップＳ４０の判断結果が「ＹＥＳ」になり、
ステップＳ４３に進み、リーダライタ２０ｃから送出され、店舗コードと当該店舗で利用
可能な電子マネー種を表す利用可能マネー種コードとを含む店舗データを受信する。
【００８２】
　次いで、ステップＳ４４では、電子マネー決済に使用する電子マネー種を自動的に選択
する自動設定モードであるか否かを判断する。自動設定モードでなければ、判断結果は「
ＮＯ」となり、前述したステップＳ１（図８参照）の待受状態に復帰するが、自動設定モ
ード下ならば、上記ステップＳ４４の判断結果は「ＹＥＳ」になり、ステップＳ４５に進
む。ステップＳ４５では、上記ステップＳ４３にて受信した店舗コードの店舗で利用した
電子マネー種を、ＲＡＭ１０２の電子マネー別店舗利用テーブル記憶部１０２ａに記憶さ
れる電子マネー別店舗利用テーブルＴ１（図３参照）から抽出する。
【００８３】
　そして、ステップＳ４６では、上記ステップＳ４５にて抽出された電子マネー種が１つ
であるか否かを判断する。店舗コードの店舗で利用した電子マネー種が１つならば、判断
結果は「ＹＥＳ」になり、図１１に図示するステップＳ３７に進み、その店舗で利用した
ことのある電子マネー種の電子マネーアプリで具現される電子マネー決済機能の実行を可
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能にするロック解除設定を行い、続くステップＳ３８では、ロック解除設定により電子マ
ネー決済機能が実行可能となった電子マネー種を示すアイコン画像を表示部１０７に画面
表示させた後、前述したステップＳ１（図８参照）の待受状態に復帰する。
【００８４】
　一方、上記ステップＳ４５で抽出された電子マネー種、すなわち受信した店舗コードの
店舗で利用した電子マネー種が複数種存在する場合には、上記ステップＳ４６の判断結果
が「ＮＯ」になり、ステップＳ４７に進む。ステップＳ４７では、電子マネー別店舗利用
テーブルＴ１（図３参照）において、上記ステップＳ４３にて受信した店舗コードの店舗
で利用された各電子マネー種毎の利用回数を比較し、続くステップＳ４８では、その比較
結果に基づき利用回数が最も多い電子マネー種を選択する。なお、利用回数の最も多い電
子マネー種が複数種存在する場合には、それらを選択する。
【００８５】
　この後、図１１に図示するステップＳ３７に進み、上記ステップＳ４８において選択さ
れ、利用回数の最も多い電子マネー種の電子マネーアプリで具現される電子マネー決済機
能の実行を可能にするロック解除設定を行い、続くステップＳ３８では、ロック解除設定
により電子マネー決済機能が実行可能となった電子マネー種を示すアイコン画像を表示部
１０７に画面表示させた後、前述したステップＳ１（図８参照）の待受状態に復帰する。
【００８６】
ｃ．リーダライタ２０ｂの場合
非接触データ通信先が電子マネー決済用のリーダライタ２０ｂの場合、すなわち前述した
店舗装置２０（図１参照）を備えた店舗のレジ端末２０ａにて電子マネー決済するために
リーダライタ２０ｂと通信した場合には、図１２に図示するステップＳ４１の判断結果が
「ＹＥＳ」になり、図１３に図示するステップＳ４９に進み、リーダライタ２０ｂから利
用金額（決済額）と利用可能マネー種コードとを受信する。次いで、ステップＳ５０では
、マネー種設定の有無、つまりロック解除された電子マネー種が有るか否かを判断する。
以下、マネー種設定されている場合と、マネー種設定されていない場合とに分けて動作を
説明する。
【００８７】
＜マネー種設定されている場合＞
　マネー種設定されていると、上記ステップＳ５０の判断結果は「ＹＥＳ」になり、ステ
ップＳ５１に進み、ロック解除された電子マネー種が店舗のレジ端末２０ａで利用可能な
電子マネー種に含まれるか否かを判断する。ロック解除された電子マネー種が店舗で利用
可能な電子マネー種に含まれていれば、判断結果は「ＹＥＳ」になり、ステップＳ５６に
進み、ロック解除された電子マネー種で電子マネー決済を実行する。
【００８８】
そして、ステップＳ５７では、電子マネー決済されたことに対応して、ＲＡＭ１０２の電
子マネー使用履歴テーブル記憶部１０２ｃに記憶される電子マネー使用履歴テーブルＴ３
（図５参照）に使用履歴（電子マネー決済した日時を表す「使用日時」、使用した「電子
マネー種」、「利用金額」および電子マネー決済した店舗を表す「店舗コード」）を更新
登録する。
【００８９】
また、ステップＳ５７では、ＲＡＭ１０２の電子マネー管理テーブル記憶部１０２ｂに記
憶される電子マネー管理テーブルＴ２（図４参照）の登録内容の内、上記ステップＳ５６
において電子マネー決済した「電子マネー種」の「電子マネー残高」、「累積ポイント」
および「利用回数」を更新する。続いて、ステップＳ５８では、ＲＡＭ１０２の電子マネ
ー別店舗利用テーブル記憶部１０２ａに記憶される電子マネー別店舗利用テーブルＴ１（
図３参照）の登録内容の内、上記ステップＳ５６において電子マネー決済した「電子マネ
ー種」を利用した店舗を表す「店舗コード」および「利用回数」を更新した後、前述した
ステップＳ１（図８参照）の待受状態に復帰する。
【００９０】
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これに対し、ロック解除された電子マネー種が店舗で利用可能な電子マネー種に含まれて
いない場合、すなわちロック解除された電子マネー種が店舗で使用できなければ、上記ス
テップＳ５１の判断結果は「ＮＯ」になり、ステップＳ５２に進む。ステップＳ５２では
、ロック解除された電子マネー種以外の他の利用可能な電子マネー種の有無を判断する。
他の利用可能な電子マネー種が存在しなければ、判断結果は「ＮＯ」となり、ステップＳ
５３に進み、電子マネー決済することが出来ない旨を表すＮＧ報知（例えば警告音発生等
）を行った後、前述したステップＳ１（図８参照）の待受状態に復帰する。
【００９１】
一方、他の利用可能な電子マネー種が存在すると、上記ステップＳ５２の判断結果は「Ｙ
ＥＳ」になり、ステップＳ５４に進み、例えば図１４に図示する一例のように、他の利用
可能な電子マネー種への変更をユーザに案内するマネー種変更案内画面を表示部１０７に
表示する。そして、このマネー種変更案内画面下部に配設される「ＯＫ」部分に対応付け
られた操作キーを操作すると、店舗で利用できる電子マネー種に変更され、かつステップ
Ｓ５５の判断結果が「ＹＥＳ」となり、ステップＳ５６において、変更された電子マネー
種（店舗で利用できる電子マネー種）にて電子マネー決済を実行する。
【００９２】
なお、マネー種変更案内画面下部に配設される「ＯＫ」部分に対応付けられた操作キーが
操作されない場合には、上記ステップＳ５５の判断結果が「ＮＯ」になり、ステップＳ５
３に進み、電子マネー決済出来ない旨を表すＮＧ報知を行った後、前述したステップＳ１
（図８参照）の待受状態に復帰する。
【００９３】
　店舗で利用できる電子マネー種に変更して電子マネー決済を実行した後、ステップＳ５
７に進むと、電子マネー管理テーブルＴ２（図４参照）の登録内容の内、上記ステップＳ
５６において電子マネー決済した「電子マネー種」の「電子マネー残高」、「累積ポイン
ト」および「利用回数」を更新し、続くステップＳ５８では、電子マネー別店舗利用テー
ブルＴ１（図３参照）の登録内容の内、上記ステップＳ５６において電子マネー決済した
「電子マネー種」を利用した店舗を表す「店舗コード」および「利用回数」を更新した後
、前述したステップＳ１（図８参照）の待受状態に復帰する。
【００９４】
＜マネー種設定されていない場合＞
ロック解除された電子マネー種が無く、マネー種設定されていない場合には、上述したス
テップＳ５０の判断結果が「ＮＯ」になり、ステップＳ５９に進む。ステップＳ５９では
、ＲＡＭ１０２の電子マネー管理テーブル記憶部１０２ｂに記憶される電子マネー管理テ
ーブルＴ２（図４参照）に登録された電子マネー種の中から店舗で利用可能な電子マネー
種（上記ステップＳ４９で受信した利用可能マネー種コードで指定される電子マネー種）
を抽出する。
【００９５】
　次いで、ステップＳ６０では、上記ステップＳ５９において抽出した電子マネー種毎の
電子マネー残高を電子マネー管理テーブルＴ２から読み出す。続いて、ステップＳ６１で
は、電子マネー管理テーブルＴ２から読み出され、店舗で利用可能な各電子マネー種毎の
電子マネー残高の内、利用金額（決済額）以上の残高がある電子マネー種を抽出する。そ
して、ステップＳ６２では、利用金額（決済額）以上の残高がある電子マネー種の有無を
判断する。該当する電子マネー種が無ければ、判断結果は「ＮＯ」になり、ステップＳ５
３に進み、電子マネー決済出来ない旨を表すＮＧ報知を行った後、前述したステップＳ１
（図８参照）の待受状態に復帰する。
【００９６】
　一方、利用金額（決済額）以上の残高を有する電子マネー種が有ると、上記ステップＳ
６２の判断結果は「ＹＥＳ」になり、ステップＳ６３に進み、その該当マネー種が複数種
存在するかどうかを判断する。利用金額（決済額）以上の残高を有する電子マネー種が１
つならば、判断結果は「ＮＯ」になり、ステップＳ５６に進み、利用金額（決済額）以上
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の残高を有する唯一の電子マネー種で電子マネー決済を実行する。
【００９７】
この後、ステップＳ５７に進み、電子マネー管理テーブルＴ２（図４参照）の登録内容の
内、上記ステップＳ５６において電子マネー決済した「電子マネー種」の「電子マネー残
高」、「累積ポイント」および「利用回数」を更新し、続くステップＳ５８では、電子マ
ネー別店舗利用テーブルＴ１（図３参照）の登録内容の内、上記ステップＳ５６において
電子マネー決済した「電子マネー種」を利用した店舗を表す「店舗コード」および「利用
回数」を更新した後、前述したステップＳ１（図８参照）の待受状態に復帰する。
【００９８】
　これに対し、利用金額（決済額）以上の残高を有する電子マネー種が複数種有ると、上
記ステップＳ６３の判断結果は「ＹＥＳ」となり、ステップＳ６４に進み、その複数種の
電子マネー種の内で最も残高の多い電子マネー種を選択する。そして、ステップＳ５６に
進み、選択した電子マネー種で電子マネー決済を実行する。この後、ステップＳ５７に進
み、電子マネー管理テーブルＴ２（図４参照）の登録内容の内、上記ステップＳ５６にお
いて電子マネー決済した「電子マネー種」の「電子マネー残高」、「累積ポイント」およ
び「利用回数」を更新し、続くステップＳ５８では、電子マネー別店舗利用テーブルＴ１
（図３参照）の登録内容の内、上記ステップＳ５６において電子マネー決済した「電子マ
ネー種」を利用した店舗を表す「店舗コード」および「利用回数」を更新した後、前述し
たステップＳ１（図８参照）の待受状態に復帰する。
【００９９】
（４）その他の操作が行われた場合　
その他の操作がなされた場合には、図８に図示するステップＳ５の判断結果が「ＹＥＳ」
となり、ステップＳ６５に進み、その他の操作に対応した処理を実行する。その他の操作
に対応した処理とは、例えばメール作成やメール送信などの処理を指す。そして、その他
の操作に対応した処理を実行した後は、前述したステップＳ２に処理を戻して待受状態に
復帰する。
【０１００】
（５）電源オフ操作が行われた場合　
この場合、図８に図示するステップＳ８の判断結果が「ＹＥＳ」になり、ステップＳ６６
に進み、電源オフ処理を実行した後、本処理を完了させる。
【０１０１】
以上のように、本実施形態では、電子マネー決済する際に、リーダライタ２０ｂとの非接
触データ通信により店舗で利用可能な電子マネー種を受信すると、店舗で利用可能であっ
て、かつ利用金額（決済額）以上の残高がある電子マネー種を、ＲＡＭ１０２の電子マネ
ー管理テーブル記憶部１０２ｂに記憶される電子マネー管理テーブルＴ２（図４参照）か
ら検索し、該当する電子マネー種が複数種存在する場合にはその中で最も残高の多い電子
マネー種で電子マネー決済するので、複数の電子マネー種の内から決済に最も好適な電子
マネー種を自動的に選択することができる。
【０１０２】
　また、本実施形態では、電子マネー決済用に選択（ロック解除）された電子マネー種が
店舗で利用可能な電子マネー種に含まれていない場合、その選択された電子マネー種以外
の他の利用可能な電子マネー種の有無を判断し、該当する電子マネー種が有れば、その電
子マネー種への変更をユーザに案内表示し、その案内表示に従ったユーザ操作に応じて店
舗で利用可能な電子マネー種に変更するので、予め選択しておいた電子マネー種が使用不
可であることを即座にユーザに案内でき、しかも案内に従ったユーザ操作に応じて、店舗
で利用可能な他の電子マネー種に変更することができる。
【０１０３】
　さらに、本実施形態では、店舗装置２０を備えた店舗への入店時に、リーダライタ２０
ｃと非接触データ通信して店舗コードと当該店舗で利用可能な電子マネー種を表す利用可
能マネー種コードとを含む店舗データを受信すると、受信した店舗コードの店舗で利用し
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たことがある電子マネー種の内で最も利用回数の多い電子マネー種を、ＲＡＭ１０２の電
子マネー別店舗利用テーブル記憶部１０２ａに記憶される電子マネー別店舗利用テーブル
Ｔ１（図３参照）から選択して電子マネー決済用の電子マネー種に設定するので、入店し
た店舗での決済に最も好適な電子マネー種を複数の電子マネー種の内から自動的に選択す
ることができる。
【０１０４】
また、本実施形態では、ＲＡＭ１０２の特典テーブル記憶部１０２ｄに記憶される特典テ
ーブルＴ４（図６参照）から現在日時における優遇ポイント倍率を勘案した各電子マネー
種毎のポイントの中で最も還元率の高いポイントの電子マネー種を選び出して電子マネー
決済用に設定するので、複数の電子マネー種の内から決済に最も好適な電子マネー種を自
動的に選択することができる。
【０１０５】
　なお、上述した実施形態では、店舗装置２０を備えた店舗への入店時に、リーダライタ
２０ｃと非接触データ通信して店舗コードを受信し、受信した店舗コードの店舗で利用し
た電子マネー種を、ＲＡＭ１０２の電子マネー別店舗利用テーブル記憶部１０２ａに記憶
される電子マネー別店舗利用テーブルＴ１（図３参照）から抽出する（図１２のステップ
Ｓ４５）ようにしたが、これに替えて、店舗装置２０を備えていない店舗に入店する場合
には、ＧＰＳ信号受信部１０４から出力される位置情報（緯度ＬＴ，経度ＬＧ）に応じて
、ＲＡＭ１０２の店舗コード検索テーブル記憶部１０２ｅに記憶される店舗コード検索テ
ーブルＴ５（図７参照）から対応する店舗コードを読み出し、読み出した店舗コードで利
用した電子マネー種を電子マネー別店舗利用テーブルＴ１から抽出することも可能である
。このようにすることで店舗装置２０を備えていない店舗で利用した電子マネー種を検索
することが可能になる。
【０１０６】
また、上述した実施形態では、携帯電話１０を一例として挙げたが、本発明の要旨は、こ
れに限定されるものではなく、無線通信機能および電子マネーサービス機能を備える携帯
型の電子機器全般に適用可能であることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】携帯電話１０が有する主要機能の概要を説明する為のシステム構成図である。
【図２】携帯電話１０の構成を示すブロック図である。
【図３】ＲＡＭ１０２の電子マネー別店舗利用テーブル記憶部１０２ａに設けられる電子
マネー別店舗利用テーブルＴ１の一構成例を示す図である。
【図４】ＲＡＭ１０２の電子マネー管理テーブル記憶部１０２ｂに設けられる電子マネー
管理テーブルＴ２の一構成例を示す図である。
【図５】ＲＡＭ１０２の電子マネー使用履歴テーブル記憶部１０２ｃに設けられる電子マ
ネー使用履歴テーブルＴ３の一構成例を示す図である。
【図６】ＲＡＭ１０２の特典テーブル記憶部１０２ｄに設けられる特典テーブルＴ４の一
構成例を示す図である。
【図７】ＲＡＭ１０２の店舗コード検索テーブル記憶部１０２ｅに設けられる店舗コード
検索テーブルＴ５の一構成例を示す図である。
【図８】メインルーチンの動作を示すフローチャートである。
【図９】メインルーチンの動作を示すフローチャートである。
【図１０】メインルーチンの動作を示すフローチャートである。
【図１１】メインルーチンの動作を示すフローチャートである。
【図１２】メインルーチンの動作を示すフローチャートである。
【図１３】メインルーチンの動作を示すフローチャートである。
【図１４】電子マネー種の変更をユーザに案内するマネー種変更案内画面の一例を示す図
である。
【符号の説明】
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【０１０８】
　１０　携帯電話
　２０　店舗装置
　２０ａ　レジ端末
　２０ｂ　リーダライタ
　２０ｃ　リーダライタ
　３０　電子マネーサービス提供装置
　１００　制御部
　１０１　ＲＯＭ
　１０２　ＲＡＭ
　１０２ａ　電子マネー別店舗利用テーブル記憶部
　１０２ｂ　電子マネー管理テーブル記憶部
　１０２ｃ　電子マネー使用履歴テーブル記憶部
　１０２ｄ　特典テーブル記憶部
　１０２ｅ　店舗コード検索テーブル記憶部
　１０３　無線通信送受信部
　１０４　ＧＰＳ信号受信部
　１０５　非接触ＩＣ部
　１０６　音声信号処理部
　１０７　表示部
　１０８　操作部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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